質疑回答内容公表

業務名　重要施設配水管路耐震化詳細設計業務委託
回答課　水道工務課
更新日　令和８年５月１３日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年５月１１日
	「過去10年間（当該年度含まず）に、官公庁（国、地方公共団体並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に規定されている特殊法人に限る。）発注の上水道及び工業用水道管路実施設計業務で、元請として完了した実績を有する者。」と記載がございますが、これは「上水道及び工業用水道」を一つの案件において実施した実績が必要という認識でしょうか。

それとも、

・上水道管路実施設計業務の実績

・工業用水道管路実施設計業務の実績

を、それぞれ別案件で有している場合でも、入札参加要件を満たすものと考えてよろしいでしょうか。
	令和８年５月１３日
	「水道管路実施設計」と「工業用水道管路実施設計」を同一の業務で実施した場合と、別々の業務で実施した場合のいずれも入札参加要件を満たすものとします。
なお、ファイルは１つしか添付が出来ません。複数の業務で元請として完了した実績を出す場合は、「業務実績調書及び有資格者調書」にまとめて添付してください。


